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社会参画できる力を育む授業の展開 
～生徒が探究心をもち，新たな問いをもてる憲法（人権・平和）学習の教材づくりを通して～ 

 

≪研究テーマ≫ 

社会参画できる力を育む授業の展開 

～生徒が探究心をもち，新たな問いをもてる憲法（人権・平和）学習の教材づくりを通して～ 

 

仮 説 

生徒が探究心をもてる教材を開発し話し合い活動をすることで，社会課題に対して新たな問い

を生み出し，物事を多面的・多角的に捉え，社会参画できる力を育むことができるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

石垣市立教育研究所 第 43期教育研究員 

石垣市立伊原間中学校 玉城 智美 

研究内容 

理論研 

１ 社会的事象を多角的・多面的に捉

え，社会参画できる力を育む授業 

とはどのようなものか 

２ 生徒が探究心をもつことができる 

教材のあり方 

３ 生徒が新たな問いを生み出すため 

には 

４ 社会科における平和教育の考え方 

仮説の検証 

〇生徒の実態把握 

（アンケート実施・振り返り） 

〇授業実践 

〇検証授業 

生徒の実態 

○人権・平和問題に興味・関心が低い

生徒が多い。 

○自分の意見をまとめ，発言するこ

とへの苦手意識をもった生徒が多

い。 

社会的背景 

○社会参画しようとする若者が，

諸外国に比べ低い。 

○沖縄には，他県とは違う様々な

社会課題がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の意見を黒板に掲示する様子（8 時間目） 

根拠を述べながら，自分の意見を表明できるよ

うになった。 

 

友達の意見を確認する様子（8 時間目） 

友達が何を書いているのか気になって，黒板を見

に行くなど積極的に授業に参加している。 

 

後輩に自分の意見を説明する様子（8 時間目） 

先輩が後輩に自分が書いた意見を説明する様子が

見られるようになった。 

 

裁判所の判例を見つめる様子（５時間目） 

ゲーム条例が沖縄に導入されるかもしれないと

不安がる生徒たち。 

 

人権の大切さについて考える様子（１時間目） 

制限してもよい人権，制限できない人権について

考えていた。 

 

問いについての解決策を発表しようと手を挙げて

いる様子（３時間目） 

積極的に手を挙げる生徒が増えてきた。 
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【中学校社会】 

社会参画できる力を育む授業の展開 

～生徒が探究心をもち，新たな問いをもてる憲法（人権・平和）学習の教材づくりを通して～ 

                                     

                                    石垣市立伊原間中学校  

                                    教 諭  玉 城  智 美 

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

平成 27 年度の公職選挙法の改正に伴い，平成 28 年７月の参議院選挙から 18 歳の若者も有権者として投票

できるようになった。令和４年度の参議院議員通常選挙の年代別投票率の推移を見ると，10 歳代，20 歳代と

も投票率は 3割台と低い水準にとどまっている。若者が選挙権を行使しないことは，これからの日本のあり方

に若者の意見が反映される可能性が低くなることにつながる。若者は，政治への不信感や無力感があり，社会

課題への関心をもったとしても，「国民一人一人が政治を動かしている」という実感につながらないためと考

えられる。 

中学校学習指導要領社会の公民的分野の目標に，「(3)現代の社会的事象について，現代社会に見られる課

題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養う」ことが示されている。現代社会の課題に向き合

い，知恵を出し合って解決していく，そんな社会参画力が今，必要とされている。社会参画力とは，よりよい

社会のあり方を考え，その実現のために知恵を出し合い，さまざまな人たちとともに行動しようとする社会的

実践力のことである。社会科教師として生徒たちに社会参画できる力を育むことが大切だと考える。 

社会参画できる力を育むためには，生徒たちが自ら学びたいという授業を構成しないといけない。授業の中

で，社会課題に対して「新たな問いをもつ仕掛け」があり，それを発展させて考えることが大切である。その

ためには，社会的事象を身近に感じさせ，生徒が学びに展開できる発問の工夫が必要である。教師は，問いを

活かす働きかけを授業の中で組み込まないといけない。問いを深める授業の積み重ねが，生徒一人一人が，社

会に対し，無関心にならず，豊かな生き方につながり社会科の目標に近づいていくと考える。 

私たちの住んでいる沖縄には，子どもの貧困問題，米軍基地問題など多くの課題がある。授業を通し

て，意見を出し合い，自分ならどう行動するか，生徒自ら課題に対して探究する力を育むことは重要

である。しかしこれまでの私の授業を振り返ると，課題を自分事と捉え，考えさせる授業が少なかっ

た。憲法学習の中の人権学習でも，日本国憲法の条文を深く理解させ，基本的人権を中心とした法の

意義を理解させるためにはどうすればよいかを生徒に問う授業が少なかった。また，平和学習では，

平和へのメッセージ発信，平和劇を演じるなど工夫を凝らしてきたが，さらに発展させるにはどのようにす

ればよいか悩んでいた。今後生徒たちに，憲法（人権・平和）学習に関心をもたせ，主権者としての態度を

どう育てていくのか課題だと考える。生徒が平和な社会をつくるため，自分にできることを考え行動していく

ためには，社会科で身につける「社会参画力」の育成は不可欠なものと考える。 

本校の生徒は，スポーツ関係など興味のあることは関心を示すが，人権・平和問題に興味・関心が低い。自

分の意見に自信をもてず発言することへの苦手意識をもった生徒もいる。社会に参画できる力を育てる学びを

つくることは，上述した自身の憲法学習の課題の克服にもつながっていく。今こそ沖縄の現状や課題を見つめ

直し，生徒たちが学びたい，解決していきたいと行動に移せる授業が大切だと考える。 

本研究では，憲法学習に着目し，生徒が探究心をもてる教材研究を通して，多くの問いを引き出し，さらに

新たな問いをもつ授業を構成していきたい。生徒が現代の問題に対して多面的・多角的に捉えるためにも，相

手の意見を取り入れて，自分には何ができるか，解決のために必要なことは何なのか話し合い活動を通して考

え，生徒一人一人が社会参画できるように導く授業を展開したいと考え本テーマを設定した。
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Ⅱ 研究仮説 

生徒が探究心をもてる教材を開発し話し合い活動をすることで，社会課題に対して新たな問いを生み出 

し，物事を多面的・多角的に捉え，社会参画できる力を育むことができるであろう。 

 

Ⅲ 研究内容 

１ 社会的事象を多面的・多角的に捉え，社会参画できる力を育む授業とはどのようなものか 

(1) 社会参画できる力を育む授業とは 

学習指導要領では，現代社会の諸問題を積極的に教材化し，社会科単元の開発を進めることを求め 

ている。しかし，その方法は明記されていない。現代社会に数多く存在する課題のうち，どれを選 

び，どのように教材化を進めるのかとても迷うが「自分たちのできることを考える」学習活動を強調 

している。つまり，社会参画できる力を育む授業には，「自分たちにできることを考える授業」をど 

う展開すべきかを考えることが大切である。 

「自分たちにできること」を考える授業を充実させるためには，３つの点を留意すべきだと唐木清 

志(2018)は述べている。 

① 生徒たちの「ほうっておけない」という気持ちを高めておく必要がある。 

② 事実に基づいて選択・判断させるべきである。 

③ 選択・判断する内容の，実現可能性について吟味することである。 

社会科では「社会的な思考・判断」というように，判断を思考とセットにして捉えるのが一般的だ 

 が，思考に限らず，判断を強調することで，社会科は現在思考から未来志向へと変化を遂げることが 

できると考える。社会の仕組みを考える社会科から，社会の在り方を判断する社会科へ，社会参画型 

の社会科を広く展開していく。「自分たちにできること」を考える過程で生徒たちに社会に目を開き，

社会の人たちとつながる意識をもたせていく。そして授業を展開する上で，生徒の発言は，社会とつな

がった提案になっているか，吟味しながら授業を実践していきたい。 

また，「選択・判断」に注目して授業づくりを行うにあたっては，以下の３点を留意する必要があ 

  ると唐木は述べている。 

① 選択・判断するのは「社会への関わり方」であるという点 

② 選択・判断するためには，社会的な課題の解決を目指した取り組みについて，多角的に考える必 

  要があるという点 

③ 選択・判断するためには，判断の基準を明確にし，その上で議論に参加するという点 

授業において生徒に社会への関わり方を選択・判断させる場合，その手がかりとして，立場や意見 

の異なる複数の取り組みを取りあげることがある。それらの取り組みは優劣をつけがたく,また, 相 

互に対立することもあるが，複数の取り組みの中から，一つを選択することは大切である。これまで 

の社会科で判断に言及する場合，「公正な判断」という言葉が使われてきた。判断が一面的で一人よ 

がりとならないよう，様々な資料や意見を踏まえ公平で偽りのないように判断させていきたい。授業 

で意見が出てきた場合，その意見をなぜ効果的だと思って選択したのか，理由を説明できるような生 

徒を育てていきたい。 

さらに「話し合い」の授業をどのように展開すべきかを吟味することも社会参画の視点からも大切 

  であると述べている。話し合いの授業を展開する必要条件として，以下の３点を指摘する。 

① 話し合いには，準備が必要である。 

② 話し合いには，論点が必要である。 

③ 話し合いでは，意見の修正こそ価値がある。 

社会的事象等を多面的・多角的に考察し，社会に見られる課題の解決に向けて選択・判断させ，自 

分の意見を他者に明確に説明するという流れを授業で構成していく。そのためにも，生徒たちが，社 

会的事象を多面的・多角的に考察しやすいように教材を工夫していきたい。話し合いでは，論点をき 

ちんと明確にしたうえで，生徒に自分の立場を決めさせたい。論点を明確にするために，授業開始に 
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は，めあてを十分に確認させていきたい。唐木は，「話し合いにおいては，必要以上の固執は評価 

されない。他者の意見を聞き入れ，自分の意見を修正することが評価される」と述べている。他者の 

意見を取り入れ，自分の意見を修正するためにも発言しやすい環境をつくっていきたい。 

(2) 社会参画につながる問題解決力を高めるポイント 

①～⑤の流れを意識して授業実践を行うことで社会参画できる力を育む授業につながっていく。 

① ねらいにせまる授業の骨格 

② 問題意識につながる資料 

③ 仲間と高め合うグループ活動 

④ 自己の考えを深める終末 

⑤ 定期テストでの定着と評価 

唐木は，「社会問題を解決するための授業では，生徒が『！』（驚き）や『？』(素朴な問い）をも 

ち，それをノートに自分の言葉で書くことが必要である。だからこそ，生徒に問いをもたせる教材づく 

りは大切である」と述べている。「問う力」を育てるためにも，問いをメモできるようなワークシート 

を作成していく。問題意識をもたせるためにも，教師の発問を意識し，ゆさぶり発問を多く入れていき 

たい。資料については，生徒が多面的・多角的な考え方をもてるよう，さまざまな立場の人の意見が書 

かれている資料を作成していきたい。また，唐木は「生徒の問いのレベルを段階的に高め，『問う力』 

の成長を促す学習を目指すという発想の転換が必要であり，さらに，『よりよい公共社会を目指す上で 

の問題点は何か。何をどうすれば，よりよい社会になるのか』という問いへと導き複数の改善策を考え， 

よりよいものを選択する。その学習を通して個々の生徒の『問う力』を育てることができる」と述べて 

いる。「どのように」「なぜ」という問題の追究を通して，社会的事象を読み解き，常に疑問を持ち続 

ける目と心を育て，他者と話し合いをもたせる場を設定していきたい。 

 さらに唐木は，「『私』の判断と『公』の判断の両方を言葉にして積み重ねていくことによって，狭 

間にある『個』が育ち，参画の芽が育まれていく」と述べている。さまざまな立場の人の意見を踏ま 

え生徒が自らの意見を言葉にしていける授業を展開していきたい。同時に，「課題を設けて探究する 

力」を育てるために，生徒同士の対話する機会を増やし，他者の意見を取り入れて自分の意見を言葉 

にしていく習慣を身につけさせたい。 

    本研究では，現代社会の諸問題を積極的にとりあげ,教材を作成していく。生徒たちが「自分にで 

きること」ではなく,「自分たちにできること」に着目させ，社会とつながった提案になっているか吟

味していく展開の授業を構成していく。「問う力」を育て，仲間と話し合いよりよい改善策に導くため

に，話し合いの論点をきちんと明確にし，生徒に意見をひきだすようにする。教師は「最高の聴き役」

に努め，生徒が発言しやすい雰囲気を授業でつくり出せるような環境を整えていきたい。 

２ 生徒が探究心をもつことができる教材のあり方 

(1) ケラーの授業動機付け ARCSモデルについて 

ジョン・M．ケラー(1984)によると学習者の学習意欲に 

関する概念として，ARCS モデルという４つのクラスタに 

分類する考え方がある。                                     図１ 授業の動機付け ARCS モデル 

A・・・「おもしろそうだ」「なんかありそうだ」という生徒の興味・関心をひきつけたり，好奇心を刺 

    激したりすることで注意が獲得できる（Attention）。 

R・・・学習課題が何であるかを知り，やりがい（意義）があると思うことができれば学習活動の関連 

性が高まる（Relevance）。 

C・・・学び始めに成功の体験を重なることで「やればできる」という自信がつく（Confidence）。 

S・・・学習を振り返り，努力が実を結び「やってよかった」と思うことができれば，次の学習意欲へ 

つながる満足感が達成される（Satisfaction）。 

これら ARCSモデルの考え方は，授業展開に応じて，思考の山場を生み出すために生徒が，教材に対 

 する興味・関心をもてるようにするための工夫であると言われる（図１）。 

Attention      (注意) 
Relevance    (関連性) 
Confidence   （自信） 
Satisfaction  （満足感） 
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(2) 教材開発のポイント 

    吉本均（1984）は教材開発のポイントを以下の 

  とおり述べている。 

① 見えないものが見えるようになる 

教材開発は, 抽象的な教育内容や概念を具体 

的な形で表現し，視覚化するプロセスである。       図２ 「見えないもの」が見えるようになる 

教師が教材を開発することで教育の目標や内容 

が明確になり生徒が理解しやすくなり，探究心 

をもつようになる（図２）。 

② 子どもの見方が豊かになる 

   教材開発は，生徒たちの視点を重要視し，生徒 

  の興味や問題意識にあった教材を開発するプロ 

  セスである。教師は，生徒たちを深く理解し，生 

徒の個性や生活状況を考慮に入れた教材を選択           

し，学習の動機づけを促進する（図３）。   

③ 教師の人間性が磨かれること 

     教材研究は広い視野と教師の情報収集や地域 

理解の機会を提供する。教材研究を通して，教 

師は自己成長し多様な視点を取り入れること 

で，豊かな人間性を育む機会を得る（図４）。                          

（3）生徒が探究心をもつことができる教材とは 

生徒が「おかしい」「不思議だ」「変だ」「面白そうだ」と興味をもつ教材，「すごいな」と感動する 

教材，多様な問い，切実な問いが生まれる教材，調べ考えていくうちにさらなる問題がみつかる教材 

を開発していくことが重要である。 

教師は以下の４つの点に着目して教材研究することで，生徒が探究心をもつことができると宗實直 

樹（2021）は述べている。 

① 生徒の実生活上の経験に結びつく身近なもの 

② 見学や調査活動等を通して自分との関係を実感できるもの 

③ 学習後も見つめ考える続けることができるもの 

④ よりよい社会を主体的に構想する人々の努力により，よりよい社会が形成されていることに気づ 

くことができる教材 

また，加藤寿朗（2023）は，これからの未来志向の社会科授業には，次のような視点の教材化が必 

要だと考えられると述べている。 

① 人間の問題解決の知恵（工夫・努力・協力）から学ぶことができる人の姿や地域素材の教材化 

② グローバル化，情報化，多文化，環境悪化，持続可能性，防災・安全など，社会の変化に伴って 

提起される今日的な課題の教材化 

③ 答えのない問題や答えが複数あるような問題，簡単には答えがでないような問題（社会的な問題 

や論争的問題）の教材化 

本研究では，生徒たちを深く理解し，生徒の個性や生活状況を考慮し，身近な教材から社会的な問 

題へと発展できるよう学習する意欲を高めていきたい。生徒の実生活の経験に結びつく身近なものを 

とりあげた教材，学習後も見つめ続けることができる教材，よりよい社会が形成されていることに気 

づくことができる教材に力を入れて研究していきたい。 

 

 

 

図３ 子供の見方が豊かになる 

 

図４ 教師は人間性を磨かれる 
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３ 生徒が新たな問いを生み出すには 

（1）社会科のおける発問の組織化 

豊田久亀（1984）は，発問の構成において発問の組 

  織化という観点から３つ取りあげている（表１）。 

① 論理的な組織化 

論理的な組織化とは，「前後の問いや説明・指示と 

矛盾しないように問いを組織すること」である。「目 

標達成」から考える「発問」は生徒の思考に働きか 

けるが，「指示」は生徒の行動に働きかける。「発問」 

と「指示」をセットに行うことで，生徒が思考した 

後に何をすればよいのか迷いがなくなる。「説明」は， 

「発問」や「指示」を行う前提をつくり出す。授業の 

中で「発問」「指示」「説明」が補完的にバランスよく 

行われる必要がある。つまり「中心発問」を中心とし 

た「補助発問」や「説明」「指示」の組織化が授業構 

成では必要になってくる(表１)。 

発問の類型で，吉本（1974）は，発問を「対象に 

向かって生徒たちが思考せざるをえないように追い 

込む教師からのしかけ」と定義し，限定発問（しぼる 

問いかけ），関連的発問（ひろがる問いかけ），否定 

発問（ゆさぶる問いかけ）の３つにした。発問の類型 

をさらに詳しく宗實直樹（2021）も発問の類型を３つ 

に分類している（表２）。 

② 科学的な組織化 

科学的な組織化とは，「教科の論理に即して問いを 

構成すること」をいう。教科の論理に即した発問では， 

教科の目標を達成するためには，社会的な見方・考え 

方を働かさせなければならない。そのためには「位置 

や空間的な広がり」「時期や時間の経過」「事象や人々 

の相互関係」に着目して発問する必要がある。「知る 

ための発問」とは，「何があるのか」「「どのようになっ 

ているのか」などと問いかけ，情報収集，読み取り， 

情報発信をする社会を知るための発問である。「分か 

るための発問」とは，「なぜか」「特色は何か」と問い 

かけ，事象相互の関係や意味，特色を考える社会を 

分かるための発問である。「関わるための発問」とは 

「どうしたらよいか」を問いかけ社会に見られる題 

に対して解決の方法や方策を判断する社会に関わる 

ための発問である（表３）。        

概念的知識を獲得する発問において，社会科にお 

ける発問では，社会的事象の目に見えない意味や特 

色，相互の関係を捉えさせることが大切である。ま 

ずは，「知るための発問」で目に見える社会的事象の様子や事実を捉えさせる。その後，「分かるため 

の発問」や「関わるための発問」で目に見えない社会的事象の意味や特色，相互の関連を捉えさせる。 

つまり，「いつ」「どこで」「だれが」「どのように」等の発問で事実的知識を獲得させ，「なぜ」「どう 

表１ 発問の組織化 

表３ 発問の分類 

表２ 発問の類型（宗實 2021） 

 

図５ 見えるものから見えないものへ 
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したらよいか」等の発問で概念等に関わる知識を獲得させる（図５）。          

③ 心理的な組織化 

心理学的側面からみた発問で良い発問を生み出す条件として，生徒たちの経験や感じ方，理解の 

    しかた，価値観などに働きかける発問が考えられる。そのとき，ゆさぶり発問，知覚語で問う発 

問，感覚に働きかける，共有化を促す発問がよい。ゆさぶり発問の概念として山崎林平（1976）は 

「子どもの常識的な解釈や集中，緊張のかけた平板の授業展開に，問題を投げかけ，授業の中に変 

化をもたらし，緊張関係を作り出す教師の意図的な働きかけである」と述べている。そこで，ゆさ 

 ぶり発問の要素として，①無知であることをさとらせるもの②否定的逆説的な意味をもつもの③意 

 表をつき，はっとさせるもの④変化と緊張をつくり出すもの⑤探究心をあおりたてるもの⑥思考に 

 抵抗と対立を与えるものの６つをあげている。 

しかし，吉本（1979）はゆさぶり発問を肯定した上で，注意すべきことを 2 点あげている。１つ 

    めは，①教師が「わざとうそをいう」ことで対立をつくるというあやまち②「とにかくゆさぶればよ 

い」「ゆさぶることはいいことだ」という心理主義的な理解の誤りをあげている。表１の「知覚 

語」とは，「見る」「聞く」のような語のことを言う。有田和正の有名な発問に「バスの運転手さんは， 

どこを見て運転していますか？」という発問がある。この発問は，目に見えるものを問うので答えや 

すく，豊かな反応が引き出される。感覚に働きかけるとは，見る，聞く，触れる等の感覚に働きかけ 

ることでより直接的で具体的な発問が考えられる。一番良いのは実物資料である。 

共有化とは，一人の考えの良さを全員に広げ， 

全員でよりよい考えをつくり出していくことで 

ある。共有化を図ることで理解のゆっくりな生 

徒は，他の生徒の考えを聴きながら理解を深め 

ることができる。理解の早い生徒は，他の生徒 

へ考えを伝えることでより深い理解につながる 

（表４）。 

(2) どのような問いが生徒を社会参画へと導くのか 

「なぜ？」発問は，概念的知識を得るためには有 

効な発問だが，何に対して答えれば良いのか曖昧 

になりやすく，思考が拡散されやすいので答える 

ことが難しい発問である。少しでも「なぜ？」を 

考えやすくするためには「問い方を変える」こと           

と，「複合型で問う」ことで，生徒が答えられる状況をつくることができる（図６－1，図６－2）。 

 

 

生徒を社会参画へと導く問いとして，「○○なのになぜ？」という問い（発問）が有効である。一見 

すると「あれ？」と思う人々の営みを扱うことで「なぜ発問」を有効にする。大事なのは，この「○○ 

なのに」という部分である。生徒たちが学習問題の設定から，学習計画を立て調べていく中で一定程度 

図６－１「複文系の問い」で問う 
図６－２「複文系の問い」で問う  

 

表４ 共有化の方法 
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の理解が進んでいく。この「一定程度の理解」の積み重ねとのズレがあるような社会的事象を取りあげ 

ることが，生徒たちの思考を深めることにつながる（図６－1, 図６－2）。 

本研究では，まず，発問の前提となる内容・課題の提示，手順や方法等の説明を明確にしていく。生 

徒が理解しやすいように明瞭簡潔に説明することを心がける。授業の中で，社会的事象の目に見えない 

ことを捉えさせるために，知るための発問（いつ，どこで，誰が，何を，どのように）の発問等で知識 

を獲得させる。その後，授業で「○○なのになぜ？」という問いを毎時間生徒に考えさせ，概念にかか 

わる知識を獲得させることで社会参画へと導くようにしていく。単元を貫く問いとして，「人権・平和 

教育に関する社会問題に対し，新たな問いをもち，自分なりに解決することができたか」を設定し，常 

に授業の振り返りで，単元の貫く問いを考えさせる。生徒が新たな問いを生み出すための見とりをする 

ために，授業終了後，新たな問いをもてるようになったか，もてなかったのかを理由をあわせて明記さ 

せることにする。 

４ 社会科における平和教育の考え方 

      平和とは，戦争がないことだけをさすのではない。暴力がない，人権が守られている，差別や抑圧が 

     ないなど，平和への概念が拡張されてきた。日本国憲法の平和主義を理解するうえで，ヨハン・ガルト 

ゥングの平和論を見直し，それを踏まえ授業を構成していくことはとても大切であると考える。また，

沖縄の平和教育の第一人者山口剛史の平和教育の考え方をまとめた。 

(1) ヨハン・ガルトゥングの平和論 

平和学の第一人者ガルトゥングの平和論が平和への権利に深く影響を与えている。1980年代以降， 

ガルトゥングは暴力を３種類に分類しあらゆる種類の暴力が不在な状態を「平和」と定義しなおし，そ 

れに加えて貧困・抑圧・差別などの構造的暴力がない状態を平和と捉え，「積極的平和」と定義してい 

る。 

① 暴力の諸形態 

まず，対象とするのは「暴力」で家庭内暴力，いじめ，地域 

紛争などがある。そうした暴力の人間への影響は，目に見える 

形であらわれ，このような種類の暴力を「直接的暴力」という。 

「構造的暴力」とは，不作為によって，間接的・滞在的にふり 

かかる暴力の形態をさし，貧困やジェンダー，人種，性別指向 

や生まれなどによる抑圧・差別などを表す。「文化的暴力」は， 

直接的・構造的暴力を正当化または合法化しようとするもので 

ある。例えば「正義のためなら認められる戦争もありえる」な    

ど戦争を容認する意識や，私には関係ないと無意識な姿勢をと 

ることも含まれる。３つの暴力は，つながっていて，ある暴力はほかの２つの暴力によって支えら 

れている。私たちがすべきことは「暴力」や「平和」についての議論を丁寧に行い，見えにくい 

「構造的暴力」や「文化的暴力」にもしっかりと焦点を当てることである(図７)。 

② 平和の諸形態 

暴力の３つの形態に対応して，平和にも３つの形態・次元を考 

えることができる。それは，直接的・構造的・文化的平和である。 

「直接的平和」とは，直接的暴力のさしあたっての不在または低 

減を意味する。個人間の友情や愛情を育むことは，直接的平和を 

求めることである。「構造的平和」とは，構造的暴力の不在また 

は低減を意味し，「平和の制度」と言い換えることができる。日 

本国憲法第 9条はその適例である。文化的平和とは，文化的暴力 

の不在または低減のことである。例えば，平和研究，平和アート， 

経済学批判等である（図８）。 

 

図７ 暴力の３角形 

図８ 平和の３角形 
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③ 平和とは何か 

ガルトゥングは，平和の定義を３つ説いている。 

平和とは，あらゆる種類の暴力の不在または低減である（平和の第１定義）。 

平和とは，平和かつ創造的な紛争の転換である（平和の第２定義）。 

平和とは，人間の基本的な必要がすべて満たされた社会の状態である（平和の第３定義）。 

（2）山口剛史の平和教育の考え方 

山口は，ガルトゥングの平和概念を受けて，「人間の安全保障」と「構造的暴力」をどう沖縄の基 

地学習に取り入れているのか，①～③の視点で指摘する。 

① 米軍基地について学ぶ際に生徒たちに提示する事実 

      a 沖縄県民への基地被害 

     b 日本政府が米軍基地を必要としている理由 

c 在沖米軍基地で行われている訓練の実態 

d 新兵訓練から考える軍隊の性質       

      特に d の部分で軍隊の性質を考えるために米兵（退役軍人）個人の姿や証言を教材化し，被害 

と加害の重層性に向き合わざるを得ない米兵への共感的理解を重視し，それを土台として軍隊組 

織自体への疑問をひき出し，軍隊および軍事主義の解体へといたる可能性について考える重要性 

をあげている。 

② 沖縄戦から基地へとつなぐ学習 

「沖縄の戦後史，県民はどのように沖縄戦をくぐり抜け，基地問題（軍用地の強制接収）にどう対 

  処してきたかを明らかにすることが必要であり，沖縄戦後史の学習が基地問題を理解するうえで重 

要である。沖縄戦から住民を収容所に入れて全島要塞化が始まったことが大事である」と山口は指 

 摘する。その上で「５０年代の『島ぐるみ闘争』抜きに，今のオール沖縄の闘いは理解できない。 

土地取り上げ反対は復帰運動と結びつき，さらにベトナム戦争反対の国際連帯の戦いとして展開さ 

れた。沖縄戦後史は沖縄戦から生き延びた人々のその後生まれた人々の平和と民主主義を求める闘 

いを理解することに意義がある」と沖縄戦後史の位置づけを提案している。「現代の基地問題，そし 

  て反基地闘争を学ぶためには，沖縄戦から戦後史をつなげて理解すること。そしてそこにある沖縄の 

人々の平和と民主主義を求める願いを生徒たちが理解することが重要である」と述べている。 

③ 基地学習を進める際に大事にしたいこと 

   沖縄住民の生活の願い・人権（平和的生存権）に根ざして，「軍事基地のある日常がいかに住民の 

  人権を蹂躙しているのかを生徒たちと学び合うことが大切」だと述べている。「日常から平和・権利

（平和的生存権）を考える」「具体性のある教材づくり」「生徒とともに現実と向き合う，学び合う」

という点は，沖縄の社会科教員としての授業づくりとして念頭におくべきである。また，「『日常』に 

着目する具体性をもった教材づくりとして重視することは，生徒たちにとって身近な地域の歴史・社 

会事象と向き合うこと。その中で当たり前の日常を問い直し，自分たちの権利・平和的生存権が脅か 

されている現実に気づくこと。そして，その状況に対するお互いの疑問や声を共有し，主権者として 

多様な他者とともに一歩踏み出す土台を築くことである。学ぶ主体である生徒に疑問や思考の自由 

が保障されていること，つまり生徒自身の力で平和とは何か，なぜ平和が大事かを考える場が授業で 

つくり出されているかが通常の授業だけでなく平和教育でも重要である」と述べている。生徒が主人 

公の授業をどうつくり上げるかと言うことが問題である。沖縄戦学習においても生徒の疑問を大事に

し，生徒自身の力で「平和とは何か」「なぜ平和が大事か」を考える場が授業でつくり出されている

かが平和教育の課題である。 

(3) 山口の平和教育を受けての授業づくりのポイント 

米軍支配，軍事基地に関する実践はもちろん，沖縄における平和主義の授業を実践する上で，住民の 

「平和的生存権」の問題を常に念頭にいれ，人権の問題としてとりあげる授業を構成する。その際，安 

保の是非，自衛隊の是非を問う流れに授業が展開しないように留意する。 
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本研究では，生徒に新たな問いをもたせ探究心を高めるため，平和で民主的な国家のために何が必 

要なのか，憲法に明記されている人権を使って平和な社会をめざすためには「自分たちは何をすべきな 

のか」問いをもたせ，考えさせる授業を実践できるよう授業を構成していく。そのためには，平和的生 

存権の問題を常に念頭に入れ，人権問題として取りあげる授業展開をしていくことが大事だと考える。 

現在，平和主義を押さえる上で日本政府の安全保障政策のあり方を議論することは大切である。「国家 

の安全保障」と「人間の安全保障」という形で，どのような安全保障政策をとるかの追究が大切なので 

生徒が多面的・多角的な考えができるような教材を開発する。現在の安全保障政策を授業するにあた 

り，事前に沖縄の人々の復帰にかける思いが平和と民主主義を求める闘いにつながることを当時の沖 

縄の同年代の体験談をもとに深く掘り下げていく。社会の中に潜む多様な問題を着目させ，問題解決す 

る方法を生み出す生徒一人一人の力を育成するため教材，問い，授業展開を含め研究していく。 

 

Ⅴ 授業実践 

１ 検証授業にあたり 

第３学年の公民分野の基本的人権，平和主義の内容を全校生徒対象に８時間の検証授業を行う。授業で 

は，教師の発問をきっかけに生徒が問いをもてるよう話し合い活動を行う。グループ討議では，生徒が問 

 いを考え，解決に導く方法を考える。生徒が探究心をもって，授業に積極的に発言したり，考えたりした 

かを検証するには，生徒のワークシート，授業中の観察，振り返りシート，FigJam のアンケート，考察 

内容の分析および検証前後のアンケートをもとに研究の効果を考察する。 

２ 検証授業計画と評価計画（８時間） 

（〇・・・記録に用いる評価  ●・・・学習改善につながる評価 ） 

単元全体の課題  人権・平和教育に関する社会問題に対し， 

新たな問いを持ち，自分なりに解決することができたか？ 

時間 本時のめあて    探究心をもつ活動※ 知 思 態 評価 

１ ①自由権 
めあて 自由権は大切なのはわかるが，何でも自由権をみとめていいのか？ 
※憲法に明記されている自由権の中で制限してもよい人権・制限できない人権
についてダイアモンドランキングを用いて考える。 

● ●  ダイア 
モンド 
ランキ 
ング表 

２ ②法の下の平等 
めあて 平等権は憲法で保障されているが，なぜ差別はなくならないの？ 
※トランスジェンダーの人が金メダルを取得したことについて，問題になって
いることを探究する。教科担当が考える差別って本当に差別といえるのか探
究する。 

● ●  ワ ー
ク シ
ート 

３ ③社会権 
めあて 社会権の考えがあるにもかかわらず，最低限度の生活は，保障できて
いるのか？ 

※新宿地下のオブジェ，公光橋におかれたコンクリートのあり方は，ホームレ
スにとって本当に良かったことなのか問いながら生存権について探究する。
（生存権の規定があるにもかかわらず，なぜホームレスの人たちがいるのだ 
 ろうか？） 

● ●  振り返
りシー
ト 

４ ④新しい人権 
めあて 新しい人権とは何か，どのような過程ででてきたのか。 
※新しい人権として，どのようなものがでてきたのかを考える上で学校にいる
イグアナとオオヒキガエル，息子と母の会話，病院での会話（昔・今）を取
りあげ探究する。 

● ●  観察 
振り返 
りシー 
ト 
 

５ 

 

⑤基本的な人権を守るための権利 
めあて 基本的な人権を守るための権利はどのようなものがあり，その権利を

行使するにはどのようにすればよいのか。 
※自分にとって納得がいかないことに対して，どうすればよいのか，なぜ対立
が起こるのかを考え，解決策を考える。 

※袴田事件を通して，どのような権利を主張すべきかを考える。 

●  ● ワーク
シート 

６ ⑥国際社会の人権 
めあて 国際社会での人権問題にはどのようなものがありその問題に対してあ

なたはどのようにしたらよいと考えるか。 
※２枚の写真から，この写真のこどもの置かれた状況や言いたいことは何なの
かを考える。（フォトランゲージ） 

※２枚の写真のこどもたちの問題を問いにして解決策を考える。 
※難民を受け入れるか受け入れないかで日本で出てきている見解を取りあげ自
分はどの見解にたつのか探究する。 

● ○  ワーク
シート 
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７ ⑦平和主義 
めあて 憲法に掲げられている平和主義と沖縄のありかたについて考えよう。 
※なぜ，沖縄の人は，一日でも早い日本への復帰をのぞんだのか探究する。 
※復帰した時の沖縄県知事の言葉を見て沖縄の県民はどのように思ったのかを
考える。 

※日本に復帰して，沖縄県民が初めて見た憲法 9 条と日本国憲法の三大原則を
見てどう感じたのかを探究する。 

○ ●  振り返
りシー
ト 

８ 

本時 

⑧日本の安全保障 
めあて これからの日本の安全保障と平和のありかたについて考えよう。 
※2024 年 9 月 25 日の石垣空港での出来事から，日本の防衛体制について探究
するきっかけをつくる。 

※日本の安全保障体制について 4 名の人たちの主張をもとに，あなたは主権者
として，この体制についてどう思うか，きちんと根拠をもたせながら探究す
る。 

※「私が考える石垣島の平和とは」について考える。 

 〇 〇 FigJam 
発言 
振り返
りシー
ト 

３ 検証授業 

(1) 単元名 『憲法が保障する基本的人権と平和主義』 

（2）単元の目標 

① 人間の尊重の考え方，法の意義と法に基づく政治の大切さ，日本国憲法が基本的人権の尊重，国民 

    主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解する。人間の尊重・平和主義についての 

     考え方と法に関する様々な資料を収集し，有用な情報を適切に選択して，読み取りや図表などにまと  

    める。【知識・技能】 

② 我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われている民主的な意義について，多面的・多角的に考察 

し，その過程や結果を適切に表現する。【思考・判断・表現】 

③ 人間の尊重についての考え方と法に関する関心を高め，それらを意欲的に追究し，民主的な社会生 

活について考える。【主体的に学習に取り組む態度】 

(3) 単元について 

① 教材観 

        本単元は，学習指導要領の内容（３）ア「人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」を受け設定され 

ている。人間の尊重とはどういうことか，それはどのような方法で実現できるか，なぜ法に基づいて 

政治が行われることが大切かなどについて理解させることをねらいとしている。人間尊重・平和主義 

についての考え方を基本的人権の学習を中心に深めていく。そのためには，自由権や社会権，さらに 

社会の発展に伴う新しい人権，平和主義の考え方にはどのようなものがあり，それがなぜ重要なの 

か，具体的な事例を通して理解させることが重要である。本単元の学習は，具体的な事例を取りあげ 

ながら学習を展開することで，生徒の人権に対する興味・関心を高めることができ，さらに人間の尊 

重についての考え方を深まることにつながる単元である。 

② 生徒観 

      本校の生徒は，中学１年生に関しては教師の説明や質問に対しての反応はよく，授業中の発言も 

多い。中学２・３年に関しては，自分に興味のあることは関心を示すが，興味がないことは意見を述 

べることが少ない。全体的に，社会情勢についての発問に答えられないことが多い。そのことから， 

社会情勢について関心が低いことがわかる。また，事前アンケートで「あなたは，自分の人権が侵害 

されていると感じるときは，ありますか」という質問に対し，86％の生徒が人権を侵害されていな 

いと答えた。また，「今の日本は，平和だと思いますか」という質問に対し，35％の生徒しか今の日 

本は平和だと答えなかった。アンケートの結果を踏まえ，様々な人権問題を提示し，自分ならどのよ 

うに考えるか，どうすべきかを考える授業を多く設定していく必要があると考えた。また，平和を考 

える上で学習内容が生徒の現在・未来につなげるようにしていきたい。生徒の実態や発達段階を考慮 

し，教師の説明だけではなく，学年にとらわれずお互いに教えられるしくみをとり，問いをもてるよ 

うにしていきたい。また，多様な事例に対して，自分ならどう考えるかを討論する参加型学習を活用 

し，自分の考えをもちやすい学習過程を構成していきたい。 
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③ 指導観 

本単元の指導にあたっては，人権の侵害に関する具体的な資料を効果的に活用し，社会の発展に伴 

う新しい人権問題や，その他基本的人権にかかわる問題が解決されていく過程でも，既習事項や日本 

国憲法をもとに自分なりの考えをもたせたい。そこで，生徒に自分なりの考えをもたせるためにも 

常に意見を求めるとともに，ワークシートの構成を工夫する。生徒が自分なりの意見をもち，意見を 

交流させていく活動を通して，考え方の相違に気づき，互いに尊重しあう力や態度を身につけさせた 

い。そして，生徒たちの日常生活や身近な環境においても人権に関する具体例があることに気づかせ 

ながら，人権意識を高めていきたい。 

これまで学んできた人権問題や平和教育での取り組みのまとめとして，地元である石垣島の平和 

について，これからの「日本の安全保障体制」について，自分ならどこに問題があり，その問題の解 

決のためには何をするべきか，いろいろな立場の人の意見から検証していく。 

単元の目指すべきゴールとして，「自分らしく幸せに生きていくためには，どのような人権が保障 

されているか，保障されるべき人権とはどのようなものか」を意識しながら授業を展開していきた 

い。 

 

(4) 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

日本国憲法に明記されている「自

由権」「平等権」「社会権」「基本的人

権を守るための権利」および新しい

人権について理解するとともに，人

権を守るための責任と義務がある

ことを理解している。日本国憲法に

明記されている平和主義を理解す

るとともに日本の平和と防衛につ

いて理解している。単元を貫く学習

課題を解決するために必要な人間

尊重の考え方と法に関する複数の

資料から，情報を適切に選択し，読

み取り，図表にまとめている。 

人間尊重の立場から社会に現存

するさまざまな社会問題につい

て，根拠をもとに公正に判断し，

自身の考えをまとめ表現してい

る。また，各資料をもとに多面的・

多角的な視点から考察している。 

基本的人権を中心とした人

間の尊重についての考え方に

対する関心を高めるととも

に，基本的人権・平和主義の内

容を意欲的に追究しようとし

ている。 

 

(5) 本時の学習（８／８時間） 

① 本時の目標 

・今後の日本の平和を守るための安全保障体制について自分ごととして捉え，日本の安全保障体制に 

ついて４人の意見を比較し，日本の安全保障体制についてどう思うかを多面的・多角的に考察する。 

                                       （思考・判断・表現） 

・単元をふりかえり，日本の安全保障で，1番大切にすべきことは何なのか，課題を探究する活動を 

通して，平和な石垣島にするにはどうすればよいのか，よりよい社会の実現に向けて考えようとし 

ている。                        （主体的に学習に取り組む態度） 

② 本時の授業仮説 

      日本の安全保障体制の資料をもとに，自分の意見をもち，他者の意見を参考に物事を多面的・多角 

的に捉えることで，社会参画できる力を育むことができるであろう。 
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③ 本時の展開 

 学習活動 

★個人 

☆グループ ☆彡全体討議 

※説明 

指導上の留意点 

○支援・指示等 

◎支援を要する状況と判断

される生徒への手立て 

◇評価 

〈観点〉（方法） 

導 

入 

本時のめあての確認を行う。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

開 

★2024 年新石垣空港で行った出来事につ

いて考える。 

黄色の吹き出し・・・新石垣空港で何をし

ているかを書く。 

青色の吹き出し・・・この人は何をしてい

るのかを書く。 

ピンクの吹き出し・・何を入れているのか

を書く。 

※新石垣空港で何があったかを説明し，現

在自衛隊が南西諸島に配備されているこ

とを説明する。 

※戦闘に必要な乗り物の値段を上げること

で防衛費がかかることに対して，説明す

る。 

☆４人の安全保障体制についての考え方を

グループの上級生が１年生にわかりやす

く説明する。 

★４人の安全保障体制についての考え方や

主張をみて，主権者としてこの体制につ

いてどう考えるか自分の立場を数直線で

示した後，根拠を持ちながら防衛体制の

在り方について自分の意見を書く。 

 

☆彡みんなが考えた安全保障体制について

出てきた意見をひき出す。 

 

○これからの日本の安全保障の中で一番大

切なことは何なのかを問う。 

※あなたが考える石垣島の平和とは何かを

書く。 

○気軽に話せる雰囲気をつ

くる。 

○考えさせる時間をもつ。 

 

◎吹き出しに何を書くかを

指定することで，生徒に考

えやすくさせる。 

 

 

 

〇上級生が下級生に４人の

安全保障に対する考え方

をわかりやすく説明させ

ることで要点を絞りやす

くさせる。 

◎根拠を持ちながら書くと

いうことを難しいと感じ

る生徒に対し，書き方を提

示する。 

○教師は，ファシリテーター

として，生徒の発言をひき

出し，ゆさぶる。 

◎発言することが苦手な生

徒のために意見を黒板に

貼り，それを参考に意見を

述べさせるようにする。 

○教師は，これからの日本の

安全保障の中で一番大切

なことは何なのかをゆさ

ぶる。 

 

 

◇吹き出しに自

分の意見を書

けているか。 

〈思考・判断・表現〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇自分の言葉で

まとめること

ができる。 

〈思考・判断・表現〉 

 

 

 

◇仲間の意見を

きくことで，新

たな問いや考

え方がもてる

か。 

〈主体的に学習に取り組む態

度〉 

〈思考・判断・表現〉 

まとめ 日本の憲法９条について改めて伝える。   

 

 

 

 

めあて これからの日本の安全保障と平和のありかたについて考えよう。 
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④ 板書計画 

 

              

 

               軍縮      現状のまま 「「軍備拡大 

石垣島のできごとを 

はる。            -100  -50   「0 「「「「「「50 「「100％ 

※生徒の意見を書く。     

※生徒一人一人に自分の立場を示してもらい， 

なぜその立場なのか生徒の意見をはる。 

⑤ 本授業で育成したい資質・能力の評価基準 

資質・能力 評価基準 

 

思考・判断・ 

表現 

A B 評価に加え，資料に基づいて例をあげたり憲法の条文をもとにまとめること

で，さらに説得力をもたせている。 

B 自分の意見を持ち，他の生徒の意見を参考にすることで，相手が納得できるよ 

うな説明になっている。 

C 根拠を明確に示していないなど，相手意識をもった説明の工夫がない。 

 

Ⅴ 研究の考察 

 １ 研究仮説の検証 

研究仮説に基づき，「生徒が探究心をもてる教材の開発と話し合い活動」と「社会課題に対して，新た 

な発問をもたせる工夫」が，「物事を多面的・多角的に捉え，社会参画できる力を育む」ことにつながっ 

たかを検証授業の様子や生徒のワークシート，事前事後アンケート，FigJam の生徒の意見から考察 

する。 

（1）生徒が探究心をもてる教材の開発と話し合い活動についての有効性 

① 当たり前にあると思うことが実は当たり前ではないというギャップを与える教材の開発 

憲法に掲げられている自由権について，今では普通に存在する権利をもし制限できる状況になっ 

た場合，制限してもよい人権と制限できない人権があるのかダイアモンドランキングにして考えさ 

せた。自由権をわかりやすくするため，9つの例をあげ，読んですぐに理解しやすいように心がけた。 

このダイアモンドランキングをしてみて，「あなたが感じ 

たことや考えたことは何ですか？」という質問に対し，「全 

部捨てたくない」「全部，大事」という回答が大多数をし 

めた。授業中の発言で「昔は，結婚相手も自分で選べない 

からひどい」や「自分の好きな仕事につけないのは辛い」 

「今まで当たり前にあると思っていた権利が，実は憲法で 

保障されているから，当たり前のように感じた」など活発 

な意見が出た。社会に目を向けさせ，これまでの考えにズ 

レを与えた 1時間目の授業を実践できた。人権を獲得しよ 

うと努力した人々の成果が今に至るということを伝え,世 

の中の出来事に疑問をもたせることができた（図９）。 

 日本の人権について授業をした後で，人権意識を問い 

なおすためシミュレーションテストを実施した。テストは，  図９ 人権のダイアモンドランキング表 

世界に目を向けて物事を考えないといけない内容となっている。人権問題について日本だけではな 

く，世界に目を向けさせ，これまでの考え方で良いのかギャップをもたせるように作成した。このテ 

ストを受けたあとの生徒の発言から「世界に目を向けると人権について，まだまだ知らない事が多 

授業の流れ 

１めあての確認 

２石垣島で行われた出

来事について考える 

 

３日本の安全保障体制

について 

 

４日本の安全保障の現

状をみて、自分の意見

を書く 

５まとめ・ふりかえり 

めあて これからの日本の安全保障と 

平和のありかたについて考えよう。 
今の日本の安全保障体制について 
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い」「日本が平和だから，こんな考え方が出なかった。」などがあっ 

た。「見えないもの」が「見えるようになる」ことで，生徒が理解し 

やすくなり探究心を持つことにつながった。                     

② フォトランゲージの実施 

図 10 のように，人権問題を考える時，フォトランゲージを実施 

することで，生徒から気づきや問題点をひき出すことができた。 

「写真の人は何を伝えたいのか，何が問題なのか」を問うことで 

出てきた意見をグループ内でシェアし，それを全体共有すること 

で人権問題について深く考えることができた。               図 10 

また，図 11 のように，写真から変わっている所は何なのかを探 

し，考える教材を設定することで社会問題に目を向けるようにし 

た。「なぜホームレスは生存権があるにも関わらず，厳しい生活を 

強いられているの？」と新たな問いを生み出し，生徒の探究心を高 

めることができた。生徒に掲示する写真を工夫することで，子ども 

の見方が豊かになる様子が見られた。                   図 11 

③ 公的資料の提示 

図 12                            図 13 

図 12は，平和主義と防衛に関する問題について考える教材である。公的に表明されている政府の 

主張などを取りあげることで，生徒から多様な意見をひき出し，多面的・多角的な考えをもつことに 

つながった。社会的事象で意見が対立している題材を扱う場合にも公的資料を教材化することで，生 

徒自身が新たな問いをもつことにつながり，探究心をもてる教材となることを確認できた。また，図 

13のように，裁判所の判例を生徒が考えることで，生徒自らどのような判決結果になるのか，なぜこ 

の判決に至ったのかを調べる生徒が増え，授業で活発に話し合い活動が行われた。社会の変化に伴っ 

て提起される今日的な課題の教材化，答えが複数あるような問題や裁判所の判例など簡単には答えが 

出ないような問題を教材化することで，生徒が探究心をもち，社会参画する力をもつことにつながる 

と生徒の振り返りから確認できた。 

④ 生徒の身近に起こっている出来事の設定 

図 14－1 は，実際生徒が経験したスマホを勝手に母親に見られるという教材である。授業で 

は，自分のプライバシーの権利が侵害されているとしか主張しなかった生徒が，母親の立場を考え， 

自分の子どものプライベートを確認する権利を主張するなど，物事を多面的・多角的に捉えている様 

子が見られた（図 14-2）。新たな問いとして，「２人にはそれぞれの権利がある場合どうなるのだろ 

う？」が生徒から出され，解決策に向け話し合い活動が活発になる場面が見られた。 
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図 14-1                            図 14-２ 

（2）社会課題に対して，新たな問いを持てたか 

① 本質的な問いを生み出している 

     毎時の授業の振り返りシートに，単元を貫く問いとして 

「人権・平和教育に関する社会問題に対し，新たな問いをもち， 

自分なりに解決することができたか」と問い，授業をふりか 

えった（図 15）。 

第 7時の平和主義の授業と,第 8時の平和主義と防衛の授業 

で出てきた新たな問いは以下のとおりである。 

・サンフランシスコ平和条約は，日本にとって理不尽なこと 

  が多いのはなぜか。 

 ・沖縄は復帰したが，なぜまだ基地は残っているのか。 

 ・アメリカ側が原因の事件は多いのに，本当に沖縄は復帰し 

たのか。 

・なぜ，沖縄だけが日本から捨てられる？ことになったの 

か。 

 ・憲法 9条で軍を持たないと書いてあるのに，国は軍備を拡     図 15 ワークシート 

大しようとしているのか。 

    ・戦わなければ生きられるかも知れないのに，なぜ戦おうとするのか。 

    ・どうしたら米軍がルールを守るのか，日本の法律で裁けないのか。 

     上記のあげられている問いは，日本国憲法の理念にある平和主義の考え方と，国の政策とを見比べ， 

国のあり方を問いているところが本質的といえる。国のあり方を問うたり，今の政治と日本国憲法 

を比較することで矛盾を感じたり，新たな疑問が生まれているのが授業の成果だと考える。生徒が社 

会参画につながる問いとして，本質的な問いは重要だと再確認できた。 

   ② 安全保障政策を深く吟味することで，「モヤモヤ」が生まれた 

     本時の授業では，「あなたは，日本

の安全保障体制について，どうした

らよいと思いますか。何％の安全保

障体制がよいと考えますか。自分の

立場を明確にして説明してみまし

ょう」と発問した。授業では，生徒

全員が安全保障のあり方について

自分の意見を表明した。しかし，授

業終了後の振り返りシートでは，以

下のような生徒の声が多かった。

（図 16-1，図 16-2） 
図 16-１              図 16-2 
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「どっちがいいのかわからないことがある」など，一見すると「わからないという声」が，実は考え 

抜いた結果としても「わからないというもどかしさ」を評価したい。単元を振り返ったときに生徒の 

中に「モヤモヤ」が生まれたことがわかる。「モヤモヤ」が生まれたことは，生徒の見方が豊かにな 

ったからこそおきたと考える。生徒の考え続けたい，調 

べていきたいという思いをもつ「モヤモヤ」を今後も授 

業づくりにおいて出せるよう大事にしていきたい。 

③ 手立てと工夫 

生徒が新たな問いをもつための手立てとして，振 

 り返りの視点を与えた。６つの視点キーを提示した 

 ことで，授業の振り返りをきちんとできる生徒が増え， 

新たな問いをもてることにつながった（図 17）。また，

新たな問いを生み出す手順を考え実践した（図 18）。手

順１として，問いの作り方をレベル１「なぜ A は 

～だろうか？」，レベル２「B は～なのになぜ，A は 

～なのか？」で示し，生徒に疑問を促すように心がけ 

た。レベル２の A,B に入る言葉はできるだけ逆説になるように組み合わ 

せるようにする。例えば，「人権は大切だと分かっているのに，トラン 

スジェンダーの人が金メダルをとったら問題になるのだろうか」などの 

問いにすることで，生徒の疑問を引き出し，より探究心をもつようにし 

た。習慣化することで，生徒が次第にレベル１からレベル２の問いを書 

けるようになってきた（手順１）。生徒が，発言した内容について「なぜ 

そう考えたの？」「なぜ，○○さんの意見が支持されているの」「なぜ， 

今この考え方が出てきたの？」等，常に授業中「なぜ？」発問を投げか 

けた（手順２）。生徒が授業中に提示した問いの解決策を導くために「～ 

グループは，○○と疑問に感じていますが，それに対して解決策はあり 

ますか」と聞き返すように心がけた。そうすることで，生徒が作った問 

いをさらに深め，出された解決策をさらに追究しようとする生徒の動き 

が見られるようになってきた（手順３）。生徒が出した答えに対して「本 

当にこれでいいのか？」と聞き返すことで，生徒は自分の意見を改めて 

見直し，様々な意見を取り入れようとする動きが見られた（図 18）。生徒 

の発言からも，「自分は問いを作れなかったが，友達の作っている問いを解決していくうちに，少し

ずつ問いを作れるようになった」や「『なぜ』という問いをもつと，自分で解決しようとするように

なった」と述べる生徒が出てきた。社会参画へと導く問いとして「短文型の問い」の問い「なぜ Aは

～なのか。」という問いを「複合型系の問い」の「Bは～なのになぜ Aは～なのか」と言い換える問い

は社会課題に直面させ，解決させる手立てとして有効であると検証授業からも実証することができ

た。 

（3）物事を多面的・多角的に捉え，社会参画できる力を育めたか 

    社会参画できる力を育むために，学年の枠を取り払い，小規模校という利点を活かして，全校生徒 

対象に授業を構成し実践した。授業内容を理解させ，様々な年齢の生徒と意見交流することで，知恵 

を出し合い，自分は社会のために何ができるのか考えることで，社会参画できる力を育むことができ 

たか話し合いやワークシートで検証する。 

① 社会参画と価値付けできる生徒の姿 

  第 8時の授業は，日本の安全保障体制について，自分の意見を明確にし，他者の意見を聞いて自 

分の意見を再吟味する授業であった。そこで，4人の生徒の意見の変化から，社会参画と価値付け 

できる生徒の姿を検証する。 

図 18 

新たな問いを生み出す手順 

１問いの作り方の提示 

↓ 

２「なぜ？」発問を 

授業中投げかける 

↓ 

３ 生徒が作った問いを 

さらに深める 

↓ 

４「本当にこれでいいの

か？」という発言を投

げかける 

図 17 振り返りの視点 
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授業での 4 人の考えの変化 

軍縮                  現状のまま             軍備拡大 

-100％      -50％      ０％         50％      100％ 

 

 

 

 

 

 

 

                     

単元を通しての生徒の発言 

生徒Ａ～Ｄを見ると，自分の考えた意見に対し，友達の意見を見たり聞いたりして自分の考えが 

  揺れ動き，最終的に自分の意見を見直した様子が見られる。生徒Ｄに関しては，授業の途中で自分 

  の意見を変えたいと手を挙げ，今の安全保障体制から，やはり軍備をもったらいけないと揺らぎな 

  がら書き直していた。そして最後には，国の在り方に疑問をもつようになっていた。 

      社会参画につながる生徒の姿とは，自分の意見をまずもち，他者の意見を聞き，再度自分の意見 

を修正し，表明していく生徒だと実感した。自分の意見をどうしようか揺らぎながら書き直してい 

った生徒の姿勢を大事にしていきたい。 

② 表示の工夫 

物事を多面的・多角的に捉える工夫として，授業の流れをどのタイプの生徒にも理解できるよう， 

パワーポイントのきめ細かい作成を心がけた。また，社会的事象を比較しやすいように資料提示（真 

逆の意見，多様な立場の意見）を工夫した。黒板や，FigJamを使うことで，みんなの意見を一目で 

みるように心がけた。意見を共有できることで，実際に自分の意見をなかなか書くことができなかっ 

たが，友達の意見を参考に自分の意見を書けるようになった生徒が増えた（写真１）。 

生徒Ａ 今日本は，沖縄，八重山にミサイル基地やアメリカ軍の基地などを作っているけど，最初はな

ぜ戦うのだろうと思っていたけれど「時間を稼いで市民を非難させるという目的ではない

か？」という友達の意見に納得しました。でも，自分はやっぱり基地は無くてもいいと思う。 

生徒Ｂ 軍を拡大するか，縮小するか考えて，それぞれメリットやデメリットがあり，どれが正解なの

かわからなかったけれど，みんなで話し合えて良かった。 

生徒Ｃ みんなの意見をきいたけれど，自分の意見は変わらない。やはり，自分を守るためには軍備拡

大は大切だと考える。 

生徒Ｄ 国は，軍備拡大の意見のほうが多いけれども，憲法 9条に反した行動なので，今のまま軍備拡

大をしていっていいのか。 

生徒 A 
軍縮したほうがよい。むし

ろ無くした方が良い。戦う
ならほぼ勝てないと思う。
死ぬかもしれない。力を持

っていなかったら，相手も
戦わなくてもいいから 
（－１００％） 

生徒 D 
現状のままの安全保
障体制でよい（０％）。 

生徒 B 
防衛費用を高くしてしま
うと国民が払う税金が高

くなってしまうけれど
も，他の国から攻撃を受
けたとき安全に国民が避

難できるようにするため
には仕方がないと思う。
でも税金をあげすぎると

国民が困る（30％）。 

生徒 C 
絶対，軍備拡大 100％。 
備えあれば憂いなしとい

う言葉だと思う（100％）。 

生徒 A 

生徒 B の「安全に国民を避難させ

るために防衛費を使うべき」の主

張を聞き，話し合いの途中で，考

えが揺らぐが自分の意見を通す 

 

生徒 D 
もし他国に攻められたとしても、相当なお金を使わないと対抗できない
から，これ以上軍艦を作るよりは国民の生活のために使ったほうが私的

にはいいと思う（-100％） 

生徒 D 

生徒 A の「力を持って

いなかったら相手も戦

わなくてよい」発言を

聞き，途中で手をあげ

意見を変えたいと主張 

０％→-100％に変更 

 
生徒 B 

生徒 D が意見を変える姿を見て、

生徒 A,D の主張を聞いているうち

に考えが揺らぎ、モヤモヤが続く 

 

生徒 C 

みんなの意見を聞

いて自分の意見は

変わらないと主張 

 

日本の安全保障体制 
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   ③ 全体協議の場の工夫 

     物事を多面的・多角的に捉 

え，社会参画できる力を育む 

ために，全体協議の場を工夫 

夫した。生徒が途中で自分の 

意見を自由に変えても良いと 

いう意見のプロセスを大切に 

し，思考を深めるためにも， 

生徒同士がお互いの出てきた 

意見を尊重し認め合う全体協 

議する時間を設けた。全体協議の場では，他者の意見を視覚的に見えるようにすることが必要不可欠 

である（写真１）。生徒の意見表明の自由を保障し，思考を深めることで，生徒たちも前向きに他者 

の意見を誹謗中傷することなく自分の考えを語ることができたと検証授業から確認できた。 

④ 話し合い活動の工夫 

  多くの問いを作るときは，6 名グループ，1 つの問題をじっくり考えさせたい場合はペア学習にし 

た。6名グループをつくるとき，座席の作り方をグループで考えさせた。生徒たちは円形にして仲間 

の顔をみて議論するグループ（写真２），机をくっつけるグループ（写真３），前の座席の生徒が後 

ろを向いて話し合うグループ（写真４）など，自分たちで意見が出しやすい雰囲気を作っていった。 

ペア学習では，どちらかが教えてあげられるような座席配置にし，上級生が下級生に問題や発問が 

難しいときなどわかりやすく教えてあげるようにした。生徒自身が疑問をもったり，意見を主張す 

るには，世の中の人の様々な意見を授業のなかで盛り込んでいく。授業の中で多くの意見を取り入れ 

た教材を作成し，多様な立場の人の意見にふれさせる工夫も心がけた。 

写真２                 写真３               写真４ 

また，自分で考えた問いの解決策を考える場の設定 

    として，「○○なのになぜ？」という問いを毎時間生徒 

    に考えさせ，概念にかかわる知識を獲得させることで 

    社会参画へと導くようにしていった。自分で考えた問 

いの解決策を考える時，友達の意見を聞くことで，解 

決策をもつ生徒が増えたことが振り返りシートからも 

見ることができた（図 19）。 

（4）アンケートの結果 対象：伊原間中学校 17 名実施  

    調査時期：令和 6年 11月下旬（事前）令和 7年 1 月下旬(事後) 

   図 20 より，授業前は自分の人権が侵害されていると感 

じている生徒が少ないことがわかる。理由はまだ人権とはど 

のようなものか分かっていない生徒が多いからではないか 

と推測される。授業後は，「写真を勝手に撮られるのが嫌だ」 

など，自分の身近に起こる人権問題について考えられるよう 

になった生徒が増えたことが分かる。 

写真１ 黒板の提示方法 

図 19 問いを書くワークシート 
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図 20 
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図 21 では，授業前は「日頃起きている事件を見 

て，日本は平和だとは思わない」という生徒が多か 

ったが，授業終了後は，「他国に比べ，人権が守ら 

れている」「日本国内は内戦がないから」など世界 

と比較して，平和だと思うと考える生徒が増えてき 

た。また，「憲法 9 条があるから，日本は戦争に巻 

き込まれていなく，安心して生活できている」と憲 

法学習を踏まえ発言する生徒もいた。しかし，授業 

者としては，アンケートの「平和の概念」が漠然と 

したため，生徒たちに考えてほしい平和が曖昧とな 

ってしまったのではないか。 

図 22を見ると，検証授業前は，「先生に聞いた方 

がわかりやすく解決してくれるから」や「早く理 

解できるから」など，自分で調べるよりは先生に聞 

いたほうが良いと考える生徒が多かった。検証授業 

終了後は，「自分で調べたら勉強になる」「気になっ 

たことを自分で調べたらわかりやすく覚えやすい」 

と自分で調べると答える生徒が 2倍以上になった。 

しかし，下級生ほど先生に聞いた方が分かりやすい 

と調べようとしない傾向があることも分かった。中 

学 3年生の公民を検証授業としたため，1年生にと 

っては教材が難しすぎた可能性も考えられる。 

      図 23を見ると検証授業前は，「社会のことは難し 

すぎて関わりたくない」という生徒が半数以上い 

た。検証授業終了後は，「社会のことは難しくても見     

ていく必要がある，関わるべきだ」という生徒が増 

えた。やはり，身近に起こっている題材を取りあげ， 

教材を組み立て生徒が考え，問いをもつ授業展開， 

討論し他者の意見を積極的に取り入れる授業は，社 

会参画力を身につける上でとても大切だというこ 

とがアンケートの結果からも分かった。 

図 24は，生徒に 31の項目を６つの分野に分け， 

１人に「上位５つまで現在興味のある社会問題につ 

いて答えて欲しい」と述べ，アンケートを集計した。 

事前アンケートでは，「５つも興味がない」と言って 

アンケートに答えられない生徒も多かった。また， 

平和・人権問題に興味がある生徒が少ないことも分 

かった。事後アンケートでは，特に平和に関して興味・関心をもつ生徒が増えた。「戦争はよくな 

いのに，なぜウクライナ紛争が起きたのか真相を知りたい」と答える生徒が出てきた。地元の安全 

保障について考えることで，平和について改めて考えたと答えた生徒が増えた。また経済問題が増 

えた理由について事前アンケートでは「物価高騰」をあげた生徒が多かったが，事後アンケートで 

は，「政府のお金の使い道」「税金のあり方」について疑問をもつ生徒が増えた。平和主義を考えさ 

せる授業が，お金に関わる経済分野にまで興味・関心をもつことにつながった。人権問題について 

は，検証授業では力を入れたが，まだまだ関心が低い生徒が多いので，教材開発をさらに進める必 

要がある。今後も人権問題に関する教材研究を深めていきたい。 
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Ⅳ 研究の成果と課題 

１ 成果 

（1）生徒が探究心をもつことができる教材を開発することで，社会のことは難しすぎて関わりたくないと 

考えていた生徒が減少し，社会課題に関心をもつようになってきた。 

(2) 新たな問いを生み出す教材・発問の工夫をすることで，社会課題の本質的な解決策を，主体的に調べ 

  たり，考えたりできるようになった。 

  (3) 話し合い活動では，他者の意見を聞き入れ，自分の意見を修正する動きが見られるなど，多面的・多 

角的に物事を捉える力が身につきつつある。 

  

２ 課題 

 （1）毎時間の授業の学びを深める対話を取り入れた授業展開 

 （2）めあてに対して考えたことを最後まで途切れさせない問いの工夫 

 （3）生徒自ら継続して探究心をもち続けたくなる教材開発 

 （4）時間内に意見を出し切れない生徒への手立て 
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